
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
、
平
成
24
年

３
月
新
規
高
等
学
校
卒
業
予
定
者
に

か
か
る
求
人
に
つ
い
て
６
月
20
日

（
月
）
か
ら
受
理
を
開
始
し
ま
す
。

企
業
の
将
来
を
担
う
新
卒
者
の
採

用
に
つ
い
て
是
非
検
討
し
て
い
た
だ

き
、
お
早
め
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
求

人
の
申
し
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

北
見
公
共
職
業
安
定
所

†
０
１
５
７-

23-

６
２
５
１

５
月
中
に
平
成
23
年
度
の
固
定
資

産
税
・
軽
自
動
車
税
の
納
付
書
の
発

送
を
行
い
ま
し
た
。

昨
年
ま
で
納
税
通
知
書
が
送
付
さ

れ
て
い
た
の
に
、
ま
だ
手
元
に
届
い

て
い
な
い
方
や
不
明
な
点
な
ど
あ
り

ま
し
た
ら
税
務
担
当
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

な
お
、
今
月
は
町
道
民
税
・
国
民

健
康
保
険
税
の
納
付
書
が
発
送
に
な

り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

役
場
税
務
担
当

†
76-

２
１
５
１(

内
線
２
２
０)

新
緑
の
藻
琴
山
を
歩
い
て
雄
大
な

景
色
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

日
　
時

６
月
25
日
（
土
）

午
前
９
時
出
発

集
合
場
所

中
央
公
民
館

コ
ー
ス

ハ
イ
ラ
ン
ド
小
清
水
７
２

５
登
山
口
か
ら
頂
上
を
目
指
し
、

片
道
１
時
間
程
度
の
山
道
を
歩
き

ま
す
。
午
後
３
時
に
は
中
央
公
民

館
へ
戻
る
予
定
で
す
。

申
込
期
限

６
月
20
日
（
月
）

募
集
人
数

30
人

参
加
費

無
料

準
備
す
る
物

お
弁
当
、
お
や
つ
、

ゴ
ミ
袋
、
飲
料
水
（
多
め
に
）、

帽
子
、
カ
ッ
パ
、
着
替
え
、
タ
オ

ル
、
暖
か
い
服
装
な
ど

そ
の
他

雨
天
等
の
場
合
は
中
止

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

教
育
委
員
会
社
会
教
育
課

†
76-

２
７
１
３

受
験
資
格

平
成
２
年
４
月
２
日
〜
平
成
６
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

試
験
日

第
１
次
試
験
　
９
月
４
日
（
日
）

第
２
次
試
験
　
10
月
13
日
（
木
）

〜
20
日
（
木
）
の
指
定
さ
れ
た
日

受
付
期
間

６
月
21
日(

火)

〜
６
月
28
日(

火)

問
い
合
わ
せ
先

網
走
税
務
署
総
務
課

†
０
１
５
２-

43-

２
１
８
１

まちづくりに対する疑問、ご意見を

お寄せください。

地域振興グループ　† 76－2151

FAX 76－2976

自
転
車
の
ル
ー
ル

守
っ
て
い
ま
す
か

住民生活

グループ

†７６－２１５１

自
動
車
の
安
全
装
置
は
日
進
月

歩
で
す
が
、
そ
の
中
で
も
基
本
と

い
え
る
の
は
、
や
は
り
シ
ー
ト
ベ

ル
ト
。
明
治
36
年
に
、
フ
ラ
ン
ス

で
開
発
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
こ
の

装
置
で
す
が
、
一
般
の
乗
用
車
に

取
り
付
け
ら
れ
た
の
は
昭
和
30
年
、

ア
メ
リ
カ
製
の
フ
ォ
ー
ド
車
が
最

初
で
し
た
。

我
が
国
で
は
、
昭
和
27
年
か
ら

研
究
が
始
ま
り
、
昭
和
44
年
に
運

転
席
へ
の
着
用
が
義
務
付
け
ら
れ

ま
し
た
。
着
用
義
務
化
は
、
さ
ら

に
２
年
後
の
昭
和
46
年
で
す
が
、

当
時
は
運
転
席
と
助
手
席
の
み
で
、

努
力
義
務
で
し
た
。
運
転
席
・
助

手
席
の
罰
則
付
き
義
務
化
は
昭
和

60
年
か
ら
、
後
部
座
席
は
平
成
21

年
か
ら
と
、
記
憶
に
新
し
い
と
こ

ろ
。
法
律
に
よ
る
義
務
化
こ
そ
、

こ
こ
30
年
弱
の
話
で
す
が
、
私
た

ち
を
支
え
る
命
綱
に
は
、
１
０
０

年
も
の
歴
史
と

重
み
が
あ
る
の

で
す
。

第
１
回
ふ
れ
あ
い
歩
こ
う
会

「
藻
琴
山
ハ
イ
キ
ン
グ
」

町
税
の
納
税
通
知
書
は

届
い
て
い
ま
す
か
？

新
規
高
等
学
校
卒
業
予
定
者

の
求
人
申
込
は
お
早
め
に

◎出店荒らしの発生！

津別町内で店舗に侵入し、レジスターから現金

等が盗まれる被害が１件発生しています。

◎東日本大震災に便乗した悪質事犯にご注意を

３月11日に発生した東日本大震災による被災地

の窮状、混乱、国民の不安につけ込み、または被

災地を救済しようとする国民の善意を踏みにじる

悪質事犯の発生が懸念されています。

実際に、北海道内において、北海道警察の名前

をかたった者が、一般家庭宅に地震の寄附を募る

電話をかけた事案が確認されています。

美幌・津別町内において、地震に便乗した不審

電話や訪問販売等の悪質業者を見聞きした際は、

美幌警察署（†72-0110）までご連絡をお願い

します。

地 域 安 全 ニ ュ ー地 域 安 全 ニ ュ ー スス

美幌と津別の防犯協会と美幌警察署からの情報を掲載しています。

内容については各防犯協会または警察署にお問い合わせください。

平
成
23
年
度
国
家
公
務
員
採
用

（
税
務
）
試
験
の
お
知
ら
せ

年金が年額18万円以上の方

は、各種公的年金（老齢・退

職・障害・遺族年金）からの

天引きとなりますので、金額

をご確認ください。

65歳以上の方（第１号被保険者）は、介護保険料を納付するこ

とになりますが、その納め方は、普通徴収と特別徴収の２種類に

分かれます。普通徴収の方には介護保険料納入通知書を今月13日

頃に、特別徴収の方には介護保険料特別徴収通知書を８月にそれ

ぞれ発送します。なお、65歳以上の方の介護保険料は別表のとお

りです。

区　　分

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階（特例）

第４段階（基準額）

第５段階

第６段階

月額保険料

1,400円

1,400円

2,100円

2,450円

2,800円

3,500円

4,200円

▼別表　65歳以上の方（第１号保険

者）の介護保険料

納入通知書に記載の金融機

関で納付してください。保険

料の納入には、便利な口座振

替をお勧めします。

年度の途中（６月・８月または10月）から特別徴収が開始される方には、１期または２期分までの介護

保険料納入通知書を送付しています。

特別徴収 普通徴収

普通徴収・特別徴収併用の方

問い合わせ先 役場保健福祉課介護保険担当　76-2151（内線230）

介護保険施設（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設）に入所またはショート

ステイを利用されている方の居住費、食費負担額の減額認定期間が６月30日で満了することに伴い、７月

１日からの減額認定の更新手続き及び新規の申請を受け付けています。

これは、本来自己負担となる介護保険施設での居住費と食費（ショートステイを含む）について、町民

税非課税世帯の方を対象に負担の軽減を図るものです。

更新の方

すでに減額認定を受けている方については、更新手続きの通知を郵送（特別養護老人ホームの方には

施設に郵送）しますので、申請書に必要事項を明記、押印の上、６月17日（必着）まで役場で手続き

をしてください。

今後、新たに介護保険施設（ショートステイを含む）を利用される

方および平成22年度減額認定が非承認となった方で、本年度町民税が

世帯非課税となる方については、随時申請を受け付けています。

なお、減額認定は、申請のあった月の初日までしかさかのぼること

ができませんのでご注意ください。

新規の方

申請書�

問い合わせ先 役場保健福祉課介護保険担当　76-2151（内線230）


